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２．基本理念及び基本方針 

 

 平城宮跡は、律令国家の完成や万葉集をはじめとした古典文化の舞台となった奈良

時代の都であり、我が国の歴史と文化の始まりの地として、世界に誇ることのできる

国民共有の財産であるとともに、地域にとってかけがえのない宝である。 
 このような認識のもと、文化庁が策定した｢特別史跡平城宮跡保存整備基本構想｣の

基本方針及び｢特別史跡平城宮跡保存整備基本構想推進計画｣を踏まえつつ、公園整備

に当たっての｢基本理念｣及び｢基本方針｣を設定する。 
 
（１）基本理念 

 

 

 

 

 

  古都奈良の歴史的・文化的景観の中で、平城宮跡の保存と活用を通じて、

“奈良時代を今に感じる”空間を創出する。 
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（２）基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 特別史跡・世界遺産である歴史・文化資産としての適切な保存・活用 

平城宮跡が、国の特別史跡として指定され、世界遺産として登録された 
｢古都奈良の文化財｣の構成資産であることを尊重し、貴重な歴史・文化資産

として確実に保存し、良好な状態で後世に伝える。 

さらに、今後も遺跡の発掘・調査研究が継続される場所として、発掘・調

査研究自体、また、蓄積・深化されていく考古学的知見や遺跡の表現手法の

技術的発展を事業に適切に活かしていくことにより、特別史跡・世界遺産に

ふさわしい公園整備を実施する。 

 

② 古代国家の歴史・文化の体感・体験 

多様な来園者の誰もが楽しみながら古代国家の歴史・文化を体感し、体験

的に学ぶことができるように、遺跡の公開や空間スケールを活かした遺跡の

表現、平城宮跡周辺の古都奈良の歴史的・文化的景観と併せ、往時に思いを

馳せることのできる景観の形成を図る。また、興味をかき立てるわかりやす

い解説や多彩なイベントを実施する。 
 

③ 古都奈良の歴史・文化を識
し

る拠点づくり 

古代において国際都市であった平城京の中心の地として、古都奈良の歴史

・文化を伝える情報発信のセンターとなるとともに、歴史・文化等を通じた

国際交流の拠点としての活用を図る。 
 

④ 国営公園として利活用性の高い空間形成 

関係機関との連携のもと、快適な空間づくりときめ細やかなサービスの提

供により、四季を通じて様々な来園者が一日を充実して過ごすことのできる

公園を目指す。 

併せて、地域住民・NPO をはじめとした多様な主体が管理運営に参画し、

公園に集う人全てで育む公園とする。 
 




